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縦覧用 

 

 犬山市農業委員会総会議事録   

 

１．令和７年１２月２６日午後２時００分犬山市役所２階２０５会議室

に於いて犬山市農業委員会を招集した。  

 

１．総会の議案は別紙農業委員会総会議案一覧表のとおりである。  

 

１ ． 当 日 の 出 席 委 員 は 次 の と お り で あ る 。  

 １番  田中  幸子    ２番   宮田  孝   

 ３番  小川  豊    ４番  齋藤  ゆみ   

 ５番   安田  勝明    ６番  斉木  一吉   

 ７番  宮島  直也  欠席   ８番  宮地  勝則   

 ９番   河村  修   １０番   田中  隆   

 

１ ． 本 日 会 議 に 出 席 し た 職 員 は 次 の と お り で あ る 。  

事  務  局  長  山崎  直人  次長  宮田  隆志  

統  括  主  査  大薮  剛士  書記  中川  碧  

書記  後藤  悠真    

 

１．総会の顛末は次のとおりである。  

 

１．午後２時００分、宮地会長が議長席につき、９名が出席につき会議

は成立する旨を述べ開会を宣す。  

 次 に 議 事 録 署 名 者 ２ 名 の 指 名 を 行 う 。  

１番  田中  幸子                 ２番   宮田  孝  
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議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案一覧表に基づき、第４７号議案から第５０号議

案を上程します。  

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

説明を始めさせていただきます。  

 

議 案 書 １ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ ７ 号 議 案 、 農 地 法 第 ３

条の規定による許可申請書許可決定についてです。  

議案書２ページをご覧ください。番号 1 番。申請事由は権利

設 定 （ 使 用 貸 借 権 ） し て い る 農 地 を 自 己 所 有 し て 耕 作 を 行 う た

めです。  

 

【議案説明】  

 

こ ち ら は 先 月 の 総 会 で 審 議 し て い た だ い た 案 件 で す が 、 譲 受

人 を 単 独 か ら 共 有 名 義 に 変 更 す る た め 、 許 可 を 取 消 し て 再 度 申

請 す る 形 に な り ま し た 。 譲 受 人 以 外 の 申 請 内 容 自 体 の 変 更 は な

いため、説明は省略します。  

 

番号２番。申請事由は自宅隣接地で耕作を行うためです。  

 

【議案説明】  

 

貸 人 は 高 齢 で 耕 作 が 困 難 に な っ て い た と こ ろ 、 借 人 が 本 申 請

地 を 借 り て 耕 作 及 び 管 理 す る こ と で 話 が ま と ま っ た た め 本 申 請

となりました。  

本 申 請 は 、 借 人 が 犬 山 市 で 初 め て 農 地 の 権 利 を 取 得 す る た

め 、 １ ２ 月 １ ７ 日 に 楽 田 地 区 担 当 の 農 業 委 員 、 推 進 委 員 と 事 務

局 で 面 談 を 行 い ま し た 。 借 人 は 、 申 請 地 で は キ ュ ウ リ や ナ ス な

ど を 育 て る こ と 、 ま た 、 草 刈 り な ど を 定 期 的 に 行 う こ と で 、 周

囲 に 迷 惑 を か け な い よ う に す る な ど 、 申 請 地 の 耕 作 、 管 理 が 可

能なことを確認しております。  
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こ ち ら の 案 件 は 、 楽 田 地 区 で 荒 廃 農 地 に な っ て い た 場 所 で 、

河 村 委 員 に よ る 耕 作 者 と 所 有 者 へ の ア プ ロ ー チ に よ り 農 地 法 第

３ 条 の 使 用 貸 借 権 を 設 定 し 耕 作 す る こ と で 解 消 に 繋 が り ま し

た。  

 

議 案 書 ３ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ ８ 号 議 案 、 農 地 法 第 ５

条の規定による許可申請書意見決定についてです。  

議案書４ページをご覧ください。番号 1 番。転用の目的は住

宅用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

譲 受 人 は 現 在 ２ 世 帯 で 住 ん で お り 、 今 後 の こ と を 考 え 、 現 住

所 に 近 い 申 請 地 で の 住 宅 建 築 を 考 え ま し た 。 そ こ で 高 齢 の た め

耕 作 管 理 が 困 難 な 譲 渡 人 と 話 が ま と ま っ た た め 本 計 画 と な り ま

した。  

本申請地は都市計画法第３４条１１号区域です。  

地 図 資 料 の ２ ９ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 西 側 道 路 側 溝

に て 処 理 し ま す 。 汚 水 は 浄 化 槽 で 処 理 後 、 雨 水 と と も に 西 側 道

路側溝にて処理します。  

 農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 １ ２ 番 、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、 街 区 に 占 め る 宅 地 の 割 合 が 40％ を 超 え て い る 区 域

にある農地に該当します。許可基 準は、右面３６番、 ｴ-(ｲ)、許

可をすることができる、に該当します。  

 

続 い て 、 番 号 ２ 番 。 転 用 の 目 的 は 蓄 電 所 用 地 が 必 要 な た め で

す。  

 

【議案説明】  

 

譲 受 人 は 蓄 電 事 業 の 会 社 で あ り 、 全 国 的 な エ ネ ル ギ ー の 安 定

供 給 の た め の 事 業 を 行 う 法 人 で す 。 全 国 各 地 に 支 店 が あ り 、 中
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部 電 力 管 内 で 電 力 需 要 が あ り 、 尾 張 地 区 内 で す で に 蓄 電 所 の 設

置 を 行 っ て お り ま す 。 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 電 力 の 安 定 し た 供

給のためにも、引き続き尾張管内で の設置を考えております。  

蓄 電 所 の 設 置 に 伴 い 、 近 隣 住 居 と の 距 離 の 確 保 で き る 平 坦 地

で 、 大 型 ・ 普 通 車 両 が 駐 車 、 出 入 可 能 な 場 所 な ど の 条 件 を 考 え

た と こ ろ 本 申 請 地 が 条 件 を 満 た す 適 地 で あ り 、 譲 渡 人 や 隣 接 農

地の耕作者との話もまとまったため、本計画となりました。  

本案件は 1990 年頃より砕石敷にしていたため、その旨の始末

書が添付されております。  

 地 図 資 料 の ３ ４ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 場 内 排 水 施 設

へ 集 水 し て 南 側 道 路 側 溝 に て 処 理 し ま す 。 汚 水 排 水 は あ り ま せ

ん。  

 農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 １ ２ 番 、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、 街 区 に 占 め る 宅 地 の 割 合 が 40％ を 超 え て い る 区 域

に あ る 農 地 で 、 第 ３ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。 許 可 基 準 は 右 側 の ３

６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該当します。  

 

 議 案 書 ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 番 号 ３ 番 。 転 用 の 目 的 は 駐

車場用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

借 人 は 昇 降 機 部 品 や 搬 送 機 器 部 品 の 製 造 を 営 む 法 人 で す 。 事

業 の 拡 大 に 伴 い 、 業 務 の 効 率 化 の た め 散 在 し た 工 場 の 集 約 化 を

計 画 し て お り ま す 。 そ の 際 、 現 在 の 工 場 の 北 隣 に あ る 駐 車 場 を

削 り 、 工 場 を 増 築 す る こ と で 駐 車 場 を 別 で 確 保 す る 必 要 が あ り

ま し た 。 駐 車 場 用 地 を 探 し て い た と こ ろ 、 貸 人 と 話 が ま と ま っ

たため本申請となりました。  

 地 図 資 料 の ３ ７ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 砕 石 敷 を 敷 い

て、敷地内にて浸透処理します。汚水排水はありません。  

農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 ６ 番 、 ｵ -

(ｱ)-a-(b)、鉄道駅、県庁、市役所（支所を含む）及びこれらの
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類似施設の周囲概ね 500ｍ（当該施設を中心とする半径 500ｍの

円で囲まれる区域の宅地割合が 40％を超える場合には、 40％に

な る ま で 半 径 を 延 長 し た と き の 当 該 半 径 の 長 さ （ 上 限 は １

km） ） 以 内 の 区 域 に あ る 農 地 に あ る 農 地 で 、 第 ２ 種 農 地 に 該 当

します。許可基準は、右側３４番、 ｵ-(ｲ)-b、 ｲ-(ｲ)-c､d､g､h の

いずれかに該当する場合で、表面右側１０番、 ｲ -(ｲ)-c-(e)、住

宅 そ の 他 申 請 地 周 辺 居 住 者 の 日 常 生 活 上 又 は 業 務 上 必 要 な 施 設

で集落に接続して設置されるもの、に該当します。  

 

議 案 書 の ６ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ ９ 号 議 案 、 農 地 中 間

管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 農 用

地利用集積等促進計画素案の意見決定についてです。  

 

 議 案 書 の ７ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 今 月 の 案 件 は 、 ３ 件 で

す。  

 

【議案説明】  

 

 整 理 番 号 １ 番 に つ い て は 城 東 地 区 、 番 号 ２ 番 か ら ３ 番 に つ い

ては、楽田地区となります。  

 な お 、 番 号 １ 番 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 度 の 耕 作 放 棄 地 解 消 活

動 で 対 象 と し て 挙 げ ら れ て い た 場 所 で あ り 、 林 推 進 委 員 に よ る

耕 作 者 と 所 有 者 へ の ア プ ロ ー チ に よ り 利 用 権 を 設 定 し 耕 作 す る

ことで解消に繋がりました。  

 

 議 案 書 の ８ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ５ ０ 号 議 案 、 犬 山 市 農

業委員会事務局規程の一部改正についてです。  

 

【議案説明】  

 

 議 案 書 の ９ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関

す る 法 律 の 改 定 に 伴 い 、 犬 山 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 令
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議長  

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

安田委員  

 

和 ７ 年 条 例 第 ２ ５ 号 ） が 全 部 改 正 さ れ 、 職 員 が 出 張 し 、 又 は 赴

任 し た 場 合 の 旅 行 を 旅 行 命 令 と 定 義 さ れ ま し た 。 そ れ に 伴 い 、

犬 山 市 農 業 委 員 会 事 務 局 規 程 も 一 部 改 正 に な り ま し た 。 内 容 と

い た し ま し て は 、 犬 山 市 農 業 委 員 会 事 務 局 規 程 第 ５ 条 第 ２ 項 第

１ 号 中 「 出 張 命 令 」 を 「 旅 行 命 令 」 に 改 め る 内 容 と な っ て お り

ます。  

 この訓令は令和８年４月１日より施行されます。  

 議 案 書 の １ ０ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 こ ち ら は 改 正 前 と 改 正

後の新旧対照表となっております。  

 それぞれ確認をお願い致します。  

 

 議案書の説明は以上です。  

 

ただいま事務局から第４７号議案から第５０号議案までの説

明がありました。これらについて質問とかご意見がある方、挙

手をお願いいたします。  

 

ご 意 見 は な さ そ う な の で 、 こ こ で 地 区 審 議 に 入 ら せ て い た だ

きます。  

１ ５ 分 ぐ ら い と い う こ と で 、 １ ４ 時 ３ ０ 分 ま で 地 区 審 議 を お

願いします。  

 

１４時１５分  地区審議  

１４時３０分    開議  

  

 それでは、総会を再開します。  

第 ４ ７ 号 議 案 、 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 許 可 決

定について意見の決定を求めます。  

１番について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

１番について、地区審議の結果、可と認めます。  



- 8 - 

縦覧用 

 

 

議長  

 

田中委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 ２番について、楽田地区お願いします。  

 

 １０番の田中です。  

２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

た だ い ま お 聞 き の と お り 、 地 区 審 議 の 結 果 発 表 が あ り ま し た

ので、全委員さんにお諮りします。  

第 ４ ７ 号 議 案 、 別 紙 申 請 事 項 に つ い て 意 見 の 決 定 を 可 と 決 定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。    

続 い て 第 ４ ８ 号 議 案 、 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書

意見決定について意見決定を求めま す。                      

 １番から２番について、城東地区お願いします。                                                         

 

 ５番の安田です。  

１番から２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ３番について、羽黒地区お願いします。  

  

 ６番の斉木です。  

３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

た だ い ま お 聞 き の と お り 、 地 区 審 議 の 結 果 発 表 が あ り ま し た

ので、全委員さんにお諮りします。  

第 ４ ８ 号 議 案 、 別 紙 申 請 事 項 に つ い て 意 見 の 決 定 を 可 と 決 定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  
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議長  

 

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

田中委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   

続 い て 第 ４ ９ 号 議 案 、 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律

第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 素 案 の

意見決定について意見の決定を求めます。         

 １番について、城東地区お願いします。                     

 

 ５番の安田です。  

１番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ２番から３番について、楽田地区お願いします。  

 

 １０番の田中です。  

２番から３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

た だ い ま お 聞 き の と お り 、 地 区 審 議 の 結 果 発 表 が あ り ま し た

ので、全委員さんにお諮りします。  

第 ４ ９ 号 議 案 、 別 紙 申 請 事 項 に つ い て 意 見 の 決 定 を 可 と 決 定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは本議案について可と決定しました。  

続 い て 第 ５ ０ 号 議 案 、 犬 山 市 農 業 委 員 会 事 務 局 規 程 の 一 部 改

正について、議案書に基づき承認を求めます。  

全委員さんにお諮りします。  

第 ５ ０ 号 議 案 、 規 定 の 一 部 改 正 を 議 案 書 の と お り 承 認 し て よ

いでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

議長  

 

 

 

 

続いて報告事項について事務局より報告してください。  

 

議案書の１１ページをご覧ください。第２２号報告、農地法

第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について

です。  

議案書の１２ページをご覧ください。今月の報告は１件で

す。  

議案書の１３ページをご覧ください。第２３号報告、農地法

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書受理について

です。  

議案書の１４ページから１５ページをご覧ください。今月の

報告は４件です。  

 

ありがとうございました。  

 ただいまの報告について、ご質問などありますか。  

 

何もないようですので、報告は終了しました。  

これで本日予定しました案件は全て終了しました。  

これをもって本日の議事は終わらせていただきます。長時間

ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


